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協働環境委員会資料１  

令和 7年 1月 27日提出  

 

令和 7年度のコミュニティ交通運行計画について 

 

【１】コミュニティ交通の運行に関する基本的な考え方 

（１）飯塚市地域公共交通計画（計画対象期間：R5～9年度、5か年度） 

◇基本理念  「連携と協働による、暮らしを支える持続可能な公共交通体系の構築」 

◇基本方針  ①活力あるまちづくりを支える公共交通体系の構築 

②民間と行政との連携、及び民間と行政並びに地域住民との協働による 

公共交通体系の構築 

③未来につなぐ、持続可能な公共交通事業 

 

 （２）現在（R4～6年度）のコミュニティ交通体系 

    ◇コミュニティ交通のあり方 

 「民間路線バスの運行確保・維持を支援し、民間と行政が適切に役割分担することで 

公共交通事業全体を維持していく」 

    ◇「効果的」「効率的」で「持続可能」な公共交通体系構築 

 

【２】令和 7年度のコミュニティ交通の運行について 

 （１）現在のコミュニティ交通運行に関する主な課題・問題点等 

①エリアワゴンについて 

・利用者が少ない停留所が多くあること。 

・運行内容が効果的・効率的ではない地区があること。 

 （例：商業施設への運行頻度が 1日 1往復程度、運行ダイヤが週替わり等） 

・運行支援（定員超過時の別車両の追走による輸送支援）が増加していること。 

・運行ダイヤ変更や便数増便等の改善要望が多いこと。 
 

②各交通機関全般について 

・利用者1人当たりの運行事業費や市負担金が高額となっていること。 

 

 （２）令和 7年度の運行計画策定に関する基本的な考え方 

◇現在のコミュニティ交通体系の基本的な考え方を踏まえ、現交通体系を維持し、各交通機関 

の運行を継続して実施する。 
 

◇各交通機関の運行計画については、利用状況に基づき、利用実態に合わせた、より「効果 

的」「効率的」な運行への改善・見直しを行う。 

 

 （３）各交通機関の運行計画の改善内容 

①エリアワゴン 

・廃止検討基準を用いた停留所の存続を再検討。 

・各地区の状況に応じた運行ルート再編・ダイヤ変更等の実施。 
 

②その他（予約乗合タクシー、路線ワゴン、コミュニティバス）のコミュニティ交通機関 

上記「（２）基本的な考え方」に基づいて、運行ダイヤ等の必要な検討・調整を実施。 

 

 



2 

 

 

【３】コミュニティ交通機関別運行計画の主な改善事項（概要） 

（１）エリアワゴン 

①停留所精査 … 停留所廃止検討基準等にもとづく停留所設置効果の検証 

（ア）「廃止検討基準」 ： 1日平均乗降者数0.1人/日未満の停留所を対象とする、 

※基準値「0.1人／日」とは、対象停留所において、10日（回）の運行に対して 

1人の乗車、もしくは降車がある状態。 

複数年度の利用状況と廃止検討基準を照合し、検討対象停留所を抽出後、地域のご

意見、運行経路、停留所間の距離等の総合的観点で、存続する停留所を選定する。 

なお、各地区の状況に応じ、停留所の追加設置を行うものとする。 

 （イ）停留所精査結果 別紙資料 2「エリアワゴン廃止・新設停留所地区・路線別一覧」参照 

・全市路線別のべ停留所数 382か所のうち、118か所廃止。 

    ・新規停留所を 13か所設置。 
 

②大規模な路線編成の変更等 … 路線（運行地域グループ編成）再編や路線廃止等 

（ア）路線再編 ： 頴田地区（グループ数：6→3）、幸袋地区（グループ数：6→3） 

（イ）路線廃止 ： 内野内住線廃止（平日の運行廃止、土曜日は別路線に編入して運行継続） 
 

③乗車定員超過防止対応 … 定員超過時の他車両での追走輸送削減 

  利用者多数地域の運行ルート再編・分割等 

二瀬地区（全便）、庄内地区（全便）、穂波・菰田地区（一部）、飯塚東地区（一部） 
    

④利便性の向上 … 運行日、運行地域・施設の追加等 

（ア）運行日増加   ： 鎮西地区、二瀬地区（乗車定員超過防止対応含む） 

（イ）運行ルート変更 ： ・穂波地区（高田系統）…運行地域拡充（平恒・楽市地域） 

・庄内地区…大規模商業施設開設に伴うルート変更 
 

（２）予約乗合タクシー 

①地区外施設運行の拡充 ： 5施設（5運行地区）の地区外運行を拡充。 

②運行時間拡充 ： 運行車両を共用している路線ワゴンの運行削減に伴う利用可能時間の拡充。 

③車両配備の変更 ： 幸袋地区と頴田・鯰田地区にて各 1 台使用している車両を、2 地区共用

で 2台使用。 

 

（３）路線ワゴン 

利用の少ない便を減便等することにより、同一車両を使用している予約乗合タクシーの利用可能

時間を拡充等。 

    ○頴田地区 ： 路線廃止（全2便運行）（一部の停留所はエリアワゴンで運行実施）。 

    ○幸袋地区 ： 第 3・第 4便を減便。 

○鎮西地区 ： 木曜日第3～7便（エリアワゴン運行拡充分と重複）及び平日第5便を減便。 

 

（４）コミュニティバス 

○コミュニティバス筑穂・高田線 ： 運行ダイヤ変更（回送時間短縮） 

 

【４】地区別コミュニティ交通運行改善内容 

  別紙資料 3「令和 7年度運行計画主な改善内容一覧表」参照 

 

【５】コミュニティ交通運行計画（路線図、運行ダイヤ） 

  別紙資料 4「令和 7年度運行計画(案)」参照 

 


